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議案第 ７４号

川口市税条例の一部を改正する条例

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「いう。

）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加え

る。

第３４条の６第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は

第４項」に改める。

第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を「並びに第３

６条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号におい

て同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次

条第４項」を「次条第５項」に改める。

第３６の３の３第１項を次のように改める。

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的

年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経

由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。

）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる

事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受

けるものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者であって、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５０，

０００円以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。

）（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この号にお
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いて同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満

の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。

）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金

額が８５０，０００円以下であるものに限る。）を有する者

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受

けるものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者（当該年

中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支

払を受けるべき日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額

に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する

者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親

族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が８５０，０００円以下である

ものに限る。）を有する者

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項と

し、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項

を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１

項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公的年金等支払者の名称

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者

又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡

婦又はひとり親に該当する場合にはその旨

(3) 特定配偶者の氏名

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名

(5) その他施行規則で定める事項

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２００，

０００円」を削り、「１，５００，０００円」を「１，８００，０００円」に改め

る。

附則第７条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。

附則第８条の３の前の見出し及び同条を削る。
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附則第８条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除）」を付し、同条第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「居住年が

平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が

」に、「令和７年」を「令和１２年」に、「おいて、前条第１項の規定の適用を受

けないときは、法附則第５条の４の２第５項」を「は、法附則第５条の４第５項」

に改め、同条第２項中「附則第８条の３の２第１項」を「附則第８条の３第１項」

に改め、同条を附則第８条の３とする。

附則第８条の４中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４

項」に改める。

附則第９条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「、

附則第８条の３の２第１項」を削る。

附則第１０条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３

項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。

附則第１１条の２第３項中「附則第１５条第１４項本文」を「附則第１５条第１

３項本文」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１

５条第２４項第１号イ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」

を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２５

項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同条第７項中「附則第

１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に改め、同条第８

項を削り、同条第９項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２

４項第３号イ」に、「１２分の７」を「３分の２」に改め、同項を同条第８項とし、

同条第１０項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３

号ロ」に、「１２分の７」を「３分の２」に改め、同項を同条第９項とし、同条第

１１項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に、

「１２分の７」を「４分の３」に改め、同項を同条第１０項とし、同条中第１２項

から第１４項までを削り、同条第１５項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１

５条第３６項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１６項中「附則第１５条

第４０項第１号」を「附則第１５条第３９項第１号」に改め、同項を同条第１２項

とし、同条第１７項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改
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め、同項を同条第１３項とし、同条中第１８項を第１４項とし、第１９項を第１５

項とする。

附則第１１条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１７項

」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に

改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」

に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改

め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則

第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２条第１９項」を「附則第

１２条第２０項」に改め、同条第１６項を削る。

附則第１７条の３第３項第２号、第１７条の４第３項第２号及び第１８条第３項

第２号中「、附則第８条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項」を「及び附則

第８条の３第１項」に改める。

附則第１８条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、同条第２

項中「令和８年度」を「令和１１年度」に、「附則第３４条の２第５項」を「附則

第３４条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第

１２項」に改め、同条に次の１項を加える。

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納

税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲

げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がそ

の譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第

１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和

４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第

９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５

年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地

等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

附則第１９条第５項第２号、第１９条の２第２項第２号及び第１９条の３第２項

第２号中「、附則第８条の３第１項及び附則第８条の３の２第１項」を「及び附則
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第８条の３第１項」に改める。

附則第１９条の３の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第１９条の３の３第

２項第２号及び第５項第２号中「、第８条の３第１項及び第８条の３の２第１項」

を「及び第８条の３第１項」に改める。

附則第２３条の２中「第１３項から第１５項まで、第２４項、第３３項、第３７

項若しくは第４１項」を「第１２項から第１４項まで、第２３項、第３２項、第３

６項若しくは第４０項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(1) 第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２及び第３６条の３の３の改

正規定並びに附則第７条の改正規定及び附則第８条の３の２第１項の改正規定

（「令和２０年度」を「令和２５年度」に改める部分及び「令和７年」を「令

和１２年」に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 令和

９年１月１日

(2) 第６３条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日

(3) 第３４条の６第２項の改正規定並びに附則第８条の４及び第１０条の２の改

正規定並びに附則第１８条の２の改正規定（同条第１項及び第２項中「令和８

年度」を「令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条第３項の規定

令和１０年１月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の川口市税条例（以下「新条例」という。）第３６

条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後

に支払を受けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項

に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）について

提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、同

日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の川

口市税条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の
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例による。

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の川口市税条例附則第８条の３第１項及

び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得

税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所

得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規

定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する

特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第

１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び

同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３

５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第

１７項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条

第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例

増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１

８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に

規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の

居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に

所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に

規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家

屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存

住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同

条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（

当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同

条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第

２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところにより

その者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

３ 新条例附則第１８条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条

第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１８条の２第１項に規定

する土地等の譲渡について適用する。
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（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。

２ 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）（次項において「旧法」という。）附則

第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１

１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸

術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第４条 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実

演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ７５号

川口市立川口駅前市民ホール設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立川口駅前市民ホール設置及び管理条例（平成１７年条例第２９号）の一

部を次のように改正する。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の１項を加える。

（市民ホールの供用の休止）

２ 市民ホールは、令和８年１０月１日から令和９年３月３１日までの間、この条

例の規定にかかわらず、供用を休止する。

「
円 円 円 円

１０，４７０ １２，５００ １５，７００ ３４，８００

２０，９００ ２５，０００ ３１，４００ ６９，６００

３１，４００ ３７，５００ ４７，１００ １０４，４００

４１，８００ ５０，０００ ６２，８００ １３９，２００

１００，９００

１２４，０００

別表中
１５３，１００

を

１２，５００ １５，０００ １８，８００ ４１，７００

２５，０００ ３０，０００ ３７，６００ ８３，４００

３７，５００ ４５，０００ ５６，４００ １２５，１００

５０，０００ ６０，０００ ７５，２００ １６６，８００

１２１，０００

１４８，７００

１８３，４００
」

「
円 円 円 円

１１，５００ １３，８００ １７，２００ ３８，３００

２３，０００ ２７，６００ ３４，５００ ７６，６００

３４，５００ ４１，４００ ５１，８００ １１５，０００

４６，０００ ５５，２００ ６９，０００ １５３，３００
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１１１，４００

１３６，７００

１６８，６００
に改める。

１３，８００ １６，５００ ２０，７００ ４６，０００

２７，６００ ３３，１００ ４１，４００ ９２，０００

４１，４００ ４９，７００ ６２，１００ １３８，０００

５５，２００ ６６，３００ ８２，８００ １８４，０００

１３３，７００

１６４，１００

２０２，４００
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和９年１０月１日から施行する。ただし、附則の改正規定は令

和８年１０月１日から、附則第３項の規定は令和９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立川口駅前市民ホール設置及び管理条例（以下

「新条例」という。）別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料

金については、なお従前の例による。

３ 令和９年４月１日から施行日の前日までの間に施行日以後の利用の許可を受け

たものから当該利用に係る利用料金を徴収する場合においては、この条例による

改正前の川口市立川口駅前市民ホール設置及び管理条例の規定にかかわらず、新

条例の規定の例により利用料金を徴収するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ７６号

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例

第５８号）の一部を次のように改正する。

第６条の２第１項中「次条」の次に「、第１２条の２」を加える。

第１２条の次に次の１条を加える。

（児童対象性暴力等の防止）

第１２条の２ 児童福祉施設の設置者は、法第４５条第７項において準用する法第

２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び

民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法

律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。

以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に

児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（児童と接する業務に従事す

る者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するもの

をいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をい

う。）その他の必要な措置を講じなければならない。

第３５条に次の１項を加える。

３ 前項に規定する保育士の数の算定については、当該保育所に勤務する理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短

期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若し

くはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の

技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）

又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指

導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、

子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）

を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等

が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育士（附則第４項、第７項又は第８

項の規定により保育士とみなされる者を除く。）による支援を受けることができ
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る体制を確保しなければならない。

附則第４項中「この項」の次に「及び次項」を加え、同項ただし書中「保育士」

の次に「（法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、第３５条第３項、附

則第７項又は附則第８項の規定により保育士とみなされる者及び同条第３項ただし

書の規定による支援を行う者を除く。）」を加える。

附則第８項中「いい」の次に「、第３５条第３項」を加え、同項を附則第９項と

する。

附則第７項中「附則第５項」を「附則第６項」に改め、同項を附則第８項とし、

附則第６項を附則第７項とし、附則第５項を附則第６項とし、附則第４項の次に次

の１項を加える。

５ 第３５条第３項及び前項の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれ

もが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所の

保育士（同条第３項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支

援を受けることができる体制を確保しなければならない。

附 則

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第６条の２第１項の改正規定及び第１２条の次に１条を加える改正規定 令

和８年１２月２５日

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ７７号

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第７２号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第１１項第２号又は」を「第１１項第２号若しくは」に改め、「場合

」の次に「又は同条第１０項第３号の規定に基づき保育を必要とする児童であって

満３歳以上のものについて保育を行う場合」を加える。

第６条第１項中「事項」の次に「（法第６条の３第１０項第３号に掲げる事業（

以下「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行う者（以下「満３歳以上限

定小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２号に掲げる事項）」

を加え、同項第３号中「家庭的保育事業者等」の次に「（満３歳以上限定小規模保

育事業者を除く。第６項及び第７項において同じ。）」を加え、同条第７項中「国

家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の４第１項に規定する国

家戦略特別区域小規模保育事業」を「満３歳以上限定小規模保育事業」に改める。

第１３条を次のように改める。

（児童対象性暴力等の防止）

第１３条 家庭的保育事業者等は、法第３４条の１６第４項において準用する法第

２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び

民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法

律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。

以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に

利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と接する

業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用

乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定す

る犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

第１８条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者にあ

っては、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加える。

第２７条中「小規模保育事業Ｂ型」及び「小規模保育事業Ｃ型」の次に「（満３
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歳以上限定小規模保育事業を除く。）」を加える。

第２９条第２項第４号中「第６条の３第１０項第２号」の次に「又は第３号」を

加え、同条第３項中「准看護師」の次に「（以下「看護師等」という。）」を加え、

同条に次の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型

に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（

昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学

院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修め

て卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同

等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識

及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事し

た経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を

有する者（以下「特定理学療法士等」という。）を、１人に限り、保育士とみな

すことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当

該小規模保育事業所Ａ型の保育士（附則第４項又は第５項の規定により保育士と

みなされる者を除く。次項において同じ。）による支援を受けることができる体

制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ａ型の保

育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。

第３１条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条

に次の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型

に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。た

だし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所

Ｂ型の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ｂ型の保
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育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。

第３５条中「第６条の３第１０項」を「第６条の３第１０項第１号」に改める。

第４４条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条

に次の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育

事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができ

る。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事

業所内保育事業所の保育士（附則第４項又は第５項の規定により保育士とみなさ

れる者を除く。次項において同じ。）による支援を受けることができる体制を確

保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業

所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援

を受けることができる体制を確保しなければならない。

第４５条第２項中「附則第４項」を「附則第２項」に改める。

第４７条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、同条

に次の２項を加える。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育

事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができ

る。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事

業所内保育事業所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場

合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業

所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援

を受けることができる体制を確保しなければならない。

第４８条中「、同条第４号中「次号」とあるのは「第４８条において準用する次

号」と」を削る。
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附則第２項の前の見出し、同項及び附則第３項を削る。

附則第４項中「家庭的保育事業者等（」の次に「満３歳以上限定小規模保育事業

者及び」を加え、「施行日」を「この条例の施行の日」に改め、同項を附則第２項

とし、附則第５項及び第６項を削る。

附則第７項の前の見出しを削り、同項を附則第３項とし、同項の前に見出しとし

て「（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特

例）」を付し、附則第８項を附則第４項とする。

附則第９項中「附則第７項」を「附則第３項」に改め、同項を附則第５項とする。

附則第１０項中「第２９条第３項」及び「第４４条第３項」の次に「若しくは第

４項」を加え、同項を附則第６項とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第３号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第２条、第６条、第１８条第６号、第２７条及び第２９条第２項第４号の改

正規定並びに附則第４項の改正規定（「施行日」を「この条例の施行の日」に

改める部分を除く。） 令和８年７月１日

(3) 第１３条の改正規定 令和８年１２月２５日

（児童福祉法等の一部を改正する法律附則第３条第４項の条例で定める日）

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第３条第４

項の条例で定める日は、令和８年６月３０日とする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ７８号

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例の一部を改正する条例

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例（令和６年条例第４４号）の一部を次のように改正する。

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（経過措置）」を付し、

同項中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に、「、第２条」を「並

びに第２条」に、「、第３条の規定による改正後」を「の規定（満３歳以上満４歳

に満たない児童に対し保育を提供する保育士又は保育従事者（川口市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第３１条第１項又は第４７条第１項

に規定する保育従事者をいう。以下同じ。）の数に関する部分に限る。）並びに第

３条の規定による改正後」に、「並びに」を「及び」に改め、「第５条第３項の規

定」の次に「（満３歳以上満４歳未満の園児の教育及び保育に直接従事する職員の

数に関する部分に限る。）」を加え、「、第３条の規定による改正前」を「の規定

（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士又は保育従事者の

数に関する部分に限る。）並びに第３条の規定による改正前」に改め、附則に次の

１項を加える。

３ 当分の間、第１条の規定による改正後の川口市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項

及び第４７条第２項並びに第２条の規定による改正後の川口市児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準を定める条例第３５条第２項の規定（満４歳以上の児童

に対し保育を提供する保育士又は保育従事者の数に関する部分に限る。）並びに

第３条の規定による改正後の川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準を定める条例第６条第３項及び第４条の規定による改

正後の川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例第５条第３項の規定（満４歳以上の園児の教

育及び保育に直接従事する職員の数に関する部分に限る。）は適用せず、第１条

の規定による改正前の川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項
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並びに第２条の規定による改正前の川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例第３５条第２項の規定（満４歳以上の児童に対し保育を提供す

る保育士又は保育従事者の数に関する部分に限る。）並びに第３条の規定による

改正前の川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関

する基準を定める条例第６条第３項及び第４条の規定による改正前の川口市幼稚

園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の

要件を定める条例第５条第３項の規定（満４歳以上の園児の教育及び保育に直接

従事する職員の数に関する部分に限る。）は、この条例の施行の日以後において

も、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ７９号

川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例

川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年

条例第４６号）の一部を次のように改正する。

第９条（見出しを含む。）、第１０条の見出し及び同条第１項並びに第１３条中

「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改め、同条の次に次の１

条を加える。

（児童対象性暴力等の防止）

第１３条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第３４条の１６第４項において準用す

る法第２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者

等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関

する法律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等を

いう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた

場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と

接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当

該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に

規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。

第１６条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「並びに

」を「その他の」に改める。

第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改め

る。

第２０条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において定める利用定

員をいう。）」を加える。

第２７条中「及びその」の次に「乳児等通園支援事業所の」を加える。

附 則

この条例は、令和８年１２月２５日から施行する。ただし、第９条（見出しを含

む。）、第１０条の見出し及び同条第１項、第１３条、第１６条第６号及び第７号、

- 18 -



第１８条第１項、第２０条第３項並びに第２７条の改正規定は、公布の日から施行

する。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子

- 19 -



議案第 ８０号

川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例

川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども

園の認定の要件を定める条例（平成３１年条例第２０号）の一部を次のように改正

する。

第４条第２項中「３５」を「３０」に改める。

第６条の次に次の１条を加える。

（職員の資格に係る特例）

第６条の２ 前条第１項、第２項及び第４項に規定する保育士の資格を有する者に

ついては、１人に限り、当該認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの

又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育

に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５

年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知

識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）をもって代えるこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、保育士

の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならな

い。

２ 前項の場合において、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を

除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

第１９条第１項中「、第１１条」の次に「、第１２条の２」を加え、同項の表中

「
第１１条 入所中の児童 園児

第３３条の１０第１項各 第３３条の１０第１項各号
号 （幼稚園型認定こども園の

職員にあっては、学校教育
法第２８条第２項において
準用する就学前の子どもに
関する教育、保育等の総合
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的な提供の推進に関する法
律第２７条の２第１項各号
）

当該児童 当該園児
」

を

「
第１１条 入所中の児童 園児

第３３条の１０第１項各 第３３条の１０第１項各号
号 （幼稚園型認定こども園の

職員にあっては、学校教育
法第２８条第２項において
準用する就学前の子どもに
関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法
律第２７条の２第１項各号
）

第１１条及び第１ 当該児童 当該園児
２条の２

第１２条の２ 法第４５条第７項におい 就学前の子どもに関する教
て準用する法第２１条の 育、保育等の総合的な提供
５の１８第４項 の推進に関する法律第６条

児童を 園児を

児童と 園児と
」

に改める。

附則第３項中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教諭」を加える。

附則第７項の表中

「
附則第３項 第６条第１項及び第４項に 幼稚園若しくは小学校の教諭の

規定する保育士の資格を有 普通免許状を有する者又は養護
する者 教諭の普通免許状を有する者

」

を

「
第６条の２ 第６条第１項に規定する保 特定理学療法士等
第１項 育士の資格を有する者

附則第３項 第６条第１項及び第４項に 幼稚園若しくは小学校の教諭の
規定する保育士の資格を有 普通免許状を有する者又は養護
する者 教諭の普通免許状を有する者

」
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に改め、附則に次の１項を加える。

８ 第６条の２第１項及び第２項並びに附則第６項の規定により特定理学療法士等

及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当

たって、当該認定こども園の保育士の資格を有する者（同条第１項ただし書の規

定による支援を行う者を除く。）による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第３号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第４条第２項の改正規定及び次項の規定 令和８年７月１日

(3) 第１９条第１項の改正規定 令和８年１２月２５日

（経過措置）

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の際現に存する認定こども園における１学級の

園児の数については、この条例による改正後の川口市幼稚園型認定こども園、保

育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第４

条第２項の規定にかかわらず、令和１４年３月３１日までの間、なお従前の例に

よる。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８１号

川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例

川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２９年条例第５９号）の一部を次のように改正する。

第４条の２の次に次の１条を加える。

（児童対象性暴力等の防止）

第４条の３ 幼保連携型認定こども園の設置者は、法第１３条第６項において準用

する法第６条の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保

育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６

年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条

において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に園児を適切

に保護するため、児童等対象業務従事者（園児と接する業務に従事する者のうち、

支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園児に接するものをいう。）に

係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他

の必要な措置を講じなければならない。

第５条第２項中「３５以下を」を「３０以下を」に改め、同項ただし書中「指導

保育教諭」の次に「、主務保育教諭」を加え、「３５」を「３０」に改める。

第６条第３項の表備考に次の２号を加える。

５ 第１号に規定する者については、１人に限り、当該幼保連携型認定こども

園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）若

しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当

する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有す

るもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障

害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導

を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、

子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。

）をもって代えることができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行
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うに当たっては、同号に規定する者による支援を受けることができる体制を

確保しなければならない。

６ 前号の場合において、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場

合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

第６条第５項第２号及び附則第７項中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教諭

」を加える。

附則第１１項中「附則第７項」を「第６条第３項の表備考第５号及び第６号並び

に附則第７項」に、「第６条第３項の表備考第１号」を「同表備考第１号」に、「

小学校教諭等免許状所持者」を「特定理学療法士等、小学校教諭等免許状所持者」

に、「並びに」を「及び」に、「同項」を「同条第３項」に改め、附則に次の１項

を加える。

１２ 第６条第３項の表備考第５号及び第６号並びに附則第９項及び第１０項の規

定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、同表備考第１号に規定する者（同表備考第５

号ただし書の規定による支援を行う者を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第３号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第５条第２項の改正規定（同項ただし書中「指導保育教諭」の次に「、主務

保育教諭」を加える部分を除く。）及び次項の規定 令和８年７月１日

(3) 第４条の２の次に１条を加える改正規定 令和８年１２月２５日

（経過措置）

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園におけ

る１学級の園児数については、この条例による改正後の川口市幼保連携型認定こ

ども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例第５条第２

項の規定にかかわらず、令和１４年３月３１日までの間、なお従前の例による。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８２号

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第７１号）の一部を次のように改正する。

目次中「・第５２条」を「―第５３条」に、「第５３条」を「第５４条」に改め

る。

第２条第８号を次のように改める。

(8) 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小

規模保育事業（同項第３号に掲げる事業を除く。）をいう。

第２条中第３２号を第３６号とし、第１５号から第３１号までを４号ずつ繰り下

げ、第１４号を第１５号とし、同号の次に次の３号を加える。

(16) 教育認定子ども 法第２７条第１項に規定する教育認定子どもをいう。

(17) 満３歳以上保育認定子ども 法第２７条第１項に規定する満３歳以上保育

認定子どもをいう。

(18) 保育認定子ども 法第２９条第２項に規定する保育認定子どもをいう。

第２条中第１３号を第１４号とし、第９号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、

第８号の次に次の１号を加える。

(9) 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する

小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に限る。）をいう。

第３条第３項中「市町村」の次に「（特別区を含む。）」を加える。

第６条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」を「教育認定子ども」に改め、「公正な方法」の次に「（第４項におい

て「選考方法」という。）」を加え、同条第３項中「同条第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育

認定子ども又は満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

）」に改め、同条第４項中「これらの項」を「選考方法又は前項」に改める。

第７条第２項中「法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。
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第９条第１項中「当該申請」を「教育・保育給付認定の申請」に改める。

第１２条の見出し中「教育・保育」を「特定教育・保育」に改める。

第１３条第４項第３号ア(ｱ) 中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号ア(ｲ)

中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同号イ(ｱ) 中「法第１９条第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認

定子ども」に改め、同号イ(ｲ) 中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改める。

第１７条中「応じる」を「応ずる」に改める。

第２０条第７号中「及び第３項」を「に規定する選考方法及び同条第３項」に改

める。

第２２条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。

第３５条第１項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９

条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「

教育認定子ども」に、「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「同

号に掲げる小学校就学前子どもに」を「教育認定子ども」に、「同号又は同条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに」を「教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子

ども」と、「同号」とあるのは「同条第２号」に、「同条第４項第３号イ(ｱ) 中「

教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同条第

４項第３号イ(ｱ) 中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号

イ(ｲ) 中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」

を「同号イ(ｲ) 中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認定

子ども」に改める。

第３６条第１項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中

「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子
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ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第

３項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに」を「教育認定子ども」に、「同条第

１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに」と、「同号に掲げる小学校就学前

子どもの」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの」を「教育認定

子ども又は満３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第１号」に、

「同条第４項第３号イ(ｱ) 中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ(ｱ) 中「教育認定子ども」とあるのは

「教育認定子ども」に、「同号イ(ｲ) 中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども」を「同号イ(ｲ) 中「満３歳以上保育認定子ども」と

あるのは「満３歳以上保育認定子ども」に改める。

第３７条第１項中「第２８条」、「第３１条」及び「第３３条」を「第２７条」

に改め、「。附則第３条において同じ」を削り、同条第２項を次のように改める。

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以上限定小

規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の各号に掲げる地

域型保育事業（法第７条第５項に規定する地域型保育事業をいう。以下この項に

おいて同じ。）の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各

号に定める利用定員を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小

学校就学前子どもとに区分して定めるものとする。

(1) 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法

第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

(2) 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定する労働者等監護満３歳未満小

学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第１９条第３号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員

第３７条に次の１項を加える。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、満３

歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。

第３９条第２項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模保
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育事業者を除く。）」を加え、「特定地域型保育事業所を」を「特定地域型保育事

業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）を」に改め、「この章

」の次に「（第４３条第１項を除く。）」を加え、同条第４項中「満３歳未満保育

認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前項」を「前２項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第４項と

し、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、利用

の申込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域

型保育事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの数の総数が、当該

特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以

上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

第４０条第２項及び第４１条中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ど

も」に改める。

第４２条第１項第１号中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に

改め、同項第３号中「により特定地域型保育」を「（満３歳以上限定小規模保育事

業者を除く。第６項、第７項、第１１項及び第１２項において同じ。）により特定

地域型保育（満３歳以上限定小規模保育を除く。第６項、第７項及び第１２項にお

いて同じ。）」に、「第３７条第２項」を「第３７条第２項第２号」に改め、「そ

の他の」の次に「法第１９条第３号に掲げる」を加え、「以下この号及び」を削り、

同条第７項中「国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の４第

１項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業」を「満３歳以上限定小規模保育

事業」に改め、同条第１１項を同条第１２項とし、同条第１０項中「附則第４条」

を「附則第３条」に改め、同項を同条第１１項とし、同条中第９項を第１０項とし、

第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、第１

項の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第３号に係る連携協力

を求めることを要しない。
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第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」を加える。

第４６条第７号中「第３９条第２項」の次に「及び第３項」を加える。

第４７条第１項及び第２項ただし書中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認

定子ども」に改める。

第４８条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。

第４９条第２項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。

第５０条中「満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ども

」を「教育認定子ども」に、「第１２条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地

域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付

費」と、同条第１項」を「第１４条第１項」に、「読み替える」を「、第２５条中

「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設

の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育

・保育施設の職員にあっては学校教育法第２８条第２項において準用する認定こど

も園法第２７条の２第１項各号）」とあるのは「第３３条の１０第１項各号」と読

み替える」に改める。

第５１条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（特別利用地域型保育の基

準）」を付し、同条第１項中「が法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除

く。以下この条において同じ。）が教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第

１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

を「教育認定子ども」に、「次条第１項」を「第５３条第１項」に、「法第１９条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満

３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第３項中「いう。次条第３項」の次に「及

び第５３条第３項」を、「この章（」の次に「第３７条第３項、第３９条第３項及

び」を加え、「含む。次条第３項」を「含む。第５３条第３項」に、「この章に」

を「この章（第４３条第１項を除く。）に」に、「同号又は同条第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項」を「教

育認定子ども及び満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除
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き、第５３条第１項」に、「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「教育・保

育給付認定保護者」」を「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者に限る」」に改め、「教育・保育給付認定保護者（」を削り、「法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育

認定子ども」に、「除く。）」」を「除く」」に改める。

第５３条を第５４条とする。

第５２条第１項中「が法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」を「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下

この条において同じ。）が満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法

第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「前条第１項」を「第５１条第１項」に、

「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「教育・保育給付認定保護者」

」を「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」」に改め、「

教育・保育給付認定保護者（」を削り、「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、

「に限る。）」と」を「」と」に改め、第３章第３節中同条を第５３条とし、第５

１条の次に次の１条を加える。

第５２条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下

この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する

場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけ

ればならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子どもの数及び特定地域型保育

事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの数の総数が、第３７条第

３項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する

場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特
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例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章（第３７条第２項、第

３９条第２項及び第４０条第２項を除き、第５０条において準用する第８条から

第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで、

第２３条から第２５条まで及び第２７条から第３３条までを含む。）の規定を適

用する。この場合において、第３９条第３項中「第１９条第２号」とあるのは「

第１９条第１号」と、「満３歳以上保育認定子どもの」とあるのは「教育認定子

ども又は満３歳以上保育認定子どもの」と、「同号」とあるのは「同条第２号」

と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的

に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により」と、第４３条第１項中「満３歳未満保育認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者に限る」とあるのは「特別利用地域型保育の対象と

なる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く」と、同条第２項中

「第２９条第３項第１号に掲げる」とあるのは「第３０条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに

掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「

前３項」とする。

附則第３条を削り、附則第４条を附則第３条とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。

（児童福祉法等の一部を改正する法律附則第６条第３項の条例で定める日）

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第６条第３

項の条例で定める日は、令和８年６月３０日とする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８３号

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（令和元年条例第４３号）の一部を次のように改正する。

第４６条を次のように改める。

（児童対象性暴力等の防止）

第４６条 指定児童発達支援事業者は、法第２１条の５の１８第４項の規定に基づ

き、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象

性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号）第２条第

２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、

及び児童対象性暴力等が行われた場合に障害児を適切に保護するため、児童等対

象業務従事者（障害児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉

鎖性のある環境の下で当該障害児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（

同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じ

なければならない。

第５８条中「及び第４６条」を削る。

第８３条、第８４条、第９６条及び第１０１条中「から第４５条まで、第４７条

」を削る。

附 則

この条例は、令和８年１２月２５日から施行する。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８４号

川口市介護保険条例の一部を改正する条例

川口市介護保険条例（平成１２年条例第３３号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１条を加える。

（令和８年度における保険料の減額の特例）

第１３条 市長は、第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員

のうちに、令和７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されていない者で前条第１項又は第２項の規定により令和８年度分の同

法の規定による市町村民税が課されている者とみなされることとなるものがいる

場合で、特に必要があると認めるときは、当該第１号被保険者に係る同年度の保

険料に限り、第９条第５号に該当するものとして、第１０条第１項の規定により

減額することができる。この場合における同項の規定の適用については、同項中

「ときは、当該保険料の納付義務者の申請により」とあるのは、「ときは」とす

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８５号

川口市朝日環境センター施設整備審議会条例を廃止する条例

川口市朝日環境センター施設整備審議会条例（令和６年条例第２４号）は、廃止

する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例

第９号）の一部を次のように改正する。

別表朝日環境センター施設整備審議会の項を削る。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８６号

工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例

（趣旨）

第１条 この条例は、工場立地法（昭和３４年法律第２４号。以下「法」という。

）第４条の２第１項の規定に基づき、法第４条第１項の規定により公表された準

則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

（区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合）

第２条 法第４条の２第１項に規定する区域は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、

当該区域における緑地（法第４条第１項第１号に規定する緑地をいう。以下同じ。

）及び環境施設（同号に規定する環境施設をいう。以下同じ。）のそれぞれの面

積の敷地面積に対する割合は、それぞれ同表の中欄及び右欄に定めるとおりとす

る。

緑地の面積の敷地面積に 環境施設の面積の敷地面

区域
対する割合（第４条にお 積に対する割合
いて「緑地面積率」とい
う。）

都市計画法（昭和４３ １００分の１５以上 １００分の２０以上
年法律第１００号）第
８条第１項第１号に規
定する準工業地域（次
条において「準工業地
域」という。）

都市計画法第８条第１ １００分の１０以上 １００分の１５以上
項第１号に規定する工
業地域及び工業専用地
域（次条において「工
業地域等」という。）

（敷地が２以上の区域にわたる場合の適用）

第３条 特定工場（法第６条第１項に規定する特定工場をいう。第５条において同

じ。）の敷地が準工業地域、工業地域等又は前条に規定する区域以外の区域のう

ち２以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地の

それぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合（以下この条におい

て「敷地割合」という。）につき、準工業地域又は工業地域等の敷地割合が最も

高いときは当該敷地の全部について当該敷地割合が最も高い区域に係る前条の規
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定を適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高いときは当該敷

地の全部について同条の規定は適用しない。

（建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合）

第４条 環境施設以外の施設又は工場立地法施行規則（昭和４９年大蔵省・厚生省

・農林省・通商産業省・運輸省令第１号）第４条第１号トに掲げる施設と重複す

る土地及び同令第３条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に

緑地面積率を乗じて得た面積の１００分の５０の割合まで緑地面積率の算定に用

いる緑地の面積に算入することができるものとする。

（本市に隣接する地方公共団体の長との協議）

第５条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけ

るこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。

（既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定）

２ 昭和４９年６月２８日に設置され、又は設置のための工事が行われている法第

６条第１項に規定する製造業等に係る工場又は事業場（以下「既存工場等」とい

う。）が第２条に規定する区域内に存する場合であって、当該既存工場等におい

て生産施設（法第４条第１項第１号に規定する生産施設をいう。以下同じ。）の

面積の変更（生産施設の面積の減少を除く。）が行われるときは、第２条の規定

に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法により行うもの

とする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８７号

川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５年条例第３

２号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「。以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項を次の

ように改める。

２ 前項に規定する建築物の延べ面積には、法第５２条第３項及び第６項並びに建

築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）第２条第１

項第４号ただし書（同条第３項の規定が適用される場合を含む。）の規定により

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の

部分の床面積は、算入しない。

第４条第３項及び第４項を削る。

第８条第２項中「５メートル」を「１２メートル」に改める。

第１１条第２項第１号中「自動車車庫等の用途に供する」を「令第２条第１項第

４号ただし書に掲げる建築物の部分である」に改め、同項第２号及び第３号を次の

ように改める。

(2) 増築前における令第２条第１項第４号ただし書に掲げる建築物の部分以外の

部分の床面積の合計が基準時における同号ただし書に掲げる建築物の部分以外

の部分の床面積の合計以下である場合

(3) 増築又は改築後における令第２条第１項第４号ただし書に掲げる建築物の部

分のそれぞれの床面積の合計が同条第３項各号に掲げる建築物の部分の区分に

応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める

割合を乗じて得た面積（改築の場合において、基準時における同条第１項第４

号ただし書に掲げる建築物の部分のそれぞれの床面積の合計が同条第３項各号

に掲げる建築物の部分の区分に応じ、基準時における当該建築物の床面積の合

計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時にお

ける同条第１項第４号ただし書に掲げる建築物の部分のそれぞれの床面積の合

計）以下である場合
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別表第１に次のように加える。

都市計画法第２０条第１項の規定により告示され 六間通り線沿道地区地
た六間通り線沿道地区地区計画の区域のうち地区整 区整備計画区域
備計画が定められた区域

都市計画法第２０条第１項の規定により告示され 桜町３・４丁目及び周
た桜町３・４丁目及び周辺地区地区計画の区域のう 辺地区地区整備計画区
ち地区整備計画が定められた区域 域

別表第２並木元町地区地区整備計画区域の項中「建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）」を「令」に改め、同表に次のように加える。

六 六 (1) 法別表第２ １０分の
間 間 （へ）項第５ ２０（六
通 通 号及び（と） 間通り線
り り 項第３号に掲 に４メー
線 線 げるもの トル以上
沿 沿 (2) 床面積の合 接する２
道 道 計が１，５０ ００平方
地 地 ０平方メート メートル
区 区 ルを超える倉 以上の敷
地 庫 地を除く。
区 (3) 風営適正化 ）
整 法第２条第１
備 項第２号及び
計 第３号、同条
画 第６項第２号
区 から第６号ま
域 で並びに同条

第１１項に掲
げる営業に係
るもの
(4) マージャン
屋、ぱちんこ
屋、射的場、
勝馬投票券発
売所、場外車
券売場その他
これらに類す
るもの

桜 Ａ １０分の １００ 隣地境界 ０． 道路 基礎の高
町 地 １２ （公共 線（水路、 ６ に面 さが敷地
３ 区 公益施 公園、広 する 地盤面か
・ 及 設の用 場その他 側の ら０．６
４ び 地とし これらに 構造 メートル
丁 Ｂ て譲渡 類するも （門 以下のも
目 地 したこ のを除く。 柱、 の
及 区 とによ ）の後退 門扉
び りこの 距離（建 等を
周 規定に 築物に附 除く。
辺 適合し 属する物 ）
地 ないこ 置及び自
区 ととな 動車車庫
地 る土地 等の用途
区 又は公 に供する
整 共公益 建築物を
備 施設の 除く。）
計 整備に
画 協力し
区 代替地
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域 として
譲渡若
しくは
交換さ
れた土
地につ
いて、
その全
部を１
の敷地
として
使用す
る場合
を除く。
）

Ｃ １００ 隣地境界 ０． 道路 基礎の高
地 （公共 線（水路、 ６ に面 さが敷地
区 公益施 公園、広 する 地盤面か
及 設の用 場その他 側の ら０．６
び 地とし これらに 構造 メートル
Ｄ て譲渡 類するも （門 以下のも
地 したこ のを除く。 柱、 の
区 とによ ）の後退 門扉

りこの 距離（建 等を
規定に 築物に附 除く。
適合し 属する物 ）
ないこ 置及び自
ととな 動車車庫
る土地 等の用途
又は公 に供する
共公益 建築物を
施設の 除く。）
整備に
協力し
代替地
として
譲渡若
しくは
交換さ
れた土
地につ
いて、
その全
部を１
の敷地
として
使用す
る場合
を除く。
）

附 則

この条例は、令和８年７月１日から施行する。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８８号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 安行霊園改築工事

２ 工 事 場 所 川口市大字安行吉岡１３９２番地

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ７３４，８００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市朝日１丁目２６番２６号

榎本建設株式会社

代表取締役 榎 本 光 洋

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ８９号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 戸塚環境センター施設整備工事

２ 工 事 場 所 川口市大字藤兵衛新田２９０番地

３ 契 約 金 額 変更前 ４８，０５２，２０２，０００円

変更後 ４８，９６３，７７２，０００円

４ 契約の相手方 東京都品川区大崎１丁目５番１号大崎センタービル

日鉄エンジ・極東開発・三井住友・川口土建特定建設工事共

同企業体

東京都品川区大崎１丁目５番１号大崎センタービル

日鉄エンジニアリング株式会社

代表取締役 石 倭 行 人

大阪府大阪市中央区淡路町２丁目５番１１号

極東開発工業株式会社

代表取締役 布 原 達 也

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１丁目１０３番地

三井住友建設株式会社北関東営業所

所長 酒 井 智 治

埼玉県川口市本町４丁目１１番６号

川口土木建築工業株式会社

代表取締役 古 川 元 一

- 41 -



上記代表者

日鉄エンジニアリング株式会社

代表取締役 石 倭 行 人

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９０号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 塵芥車（３ｔ）

２ 納 入 場 所 川口市大字藤兵衛新田２９０番地

３ 納 入 者 埼玉県上尾市上尾下１０４０番１

株式会社モリタエコノス埼玉支店

支店長 原 田 幸 祐

４ 数 量 ４台

５ 取 得 価 格 ４９，２８０，０００円

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９１号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 水槽付消防ポンプ自動車

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 東京都江戸川区篠崎町１丁目７番１６号ラフィーネ篠崎１階

Ａ号室

長野ポンプ株式会社東京営業所

所長 石 川 覚

４ 数 量 １台

５ 取 得 価 格 ９７，７９０，０００円

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９２号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 救助工作車

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 東京都港区芝５丁目３６番７号三田ベルジュビル１９階

株式会社モリタ東京支店

支店長 岡 本 直 彦

４ 数 量 １台

５ 取 得 価 格 ２９１，２８０，０００円

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９３号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 高規格救急自動車

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市栄町１丁目１６番１２号

埼玉トヨタ自動車株式会社川口店

店長 畠 山 正

４ 数 量 ３台

５ 取 得 価 格 ６６，０６６，０００円

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９４号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 高度救命処置用資機材

２ 納 入 場 所 川口市芝下２丁目１番１号

３ 納 入 者 東京都豊島区駒込１丁目１４番９号

エイバン商事株式会社

代表取締役 武 内 淳 一

４ 数 量 ３組

５ 取 得 価 格 ５４，１２０，０００円

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９５号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ａ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９６号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

春日部市在住 Ｂ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９７号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｃ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９８号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｄ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ９９号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

蓮田市在住 Ｅ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１００号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｆ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１０１号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｇ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１０２号

訴えの提起について

児童扶養手当返還金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｈ氏

２ 事件の内容

上記の者は、児童扶養手当返還金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し児童扶養手当返還金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から児童扶養手当返還金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１０３号

訴えの提起について

児童扶養手当返還金、子育て世帯生活支援特別給付金返還金及び子育て世帯等臨

時特別給付金返還金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

千葉県八千代市在住 Ｉ氏

２ 事件の内容

上記の者は、児童扶養手当返還金、子育て世帯生活支援特別給付金返還金及び

子育て世帯等臨時特別給付金返還金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し児童扶養手当返還金、子育て世帯生活支援特別給付金返還金、子

育て世帯等臨時特別給付金返還金及びこれに係る遅延損害金の支払いを求める

もの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から児童扶養手当返還金、子育て世帯生活支援特別給付金返還金及

び子育て世帯等臨時特別給付金返還金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１０４号

和解契約の締結について

本庁舎建設における電波障害について、次のとおり和解するため、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により議決を求める。

１ 相手方

川口市在住

男 性 ６０歳

２ 和解条項

(1) 川口市は、上記の者に対し、本件電波障害における解決金として１年度当た

り金６５，１９７円の支払義務があることを認め、これを毎年度４月末日（令

和８年度にあっては、８月末日）限り、上記の者の指定する口座に振り込む方

法により支払う。なお、振込手数料は、川口市の負担とする。

(2) 川口市は、前項の解決金を令和１７年度まで支払うものとする。ただし、次

の各号の事由が生じたときは、同項の解決金の支払いは、当該年度をもって終

了する。

ア 技術革新等により本件電波障害が解消されたとき。

イ 本件建物の改築等により本件電波障害が解消されたとき。

ウ 上記の者が本件建物に居住しなくなるか、居住の実態を確認できないとき。

エ 上記の者が本件建物においてＢＳ・ＣＳチャンネルを視聴しなくなったと

き。

(3) 上記の者は、前項各号の事由が生じたときは、その旨を速やかに川口市に連

絡しなければならない。川口市は、必要があると認めるときは、上記の者に対

し、それらの事由について報告を求めることができる。この場合において、上

記の者は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(4) 上記の者は、川口市に対し、本件電波障害に関し、第１項及び第２項に定め

るもののほか、名目の如何を問わず一切の請求権を放棄する。

(5) 川口市及び上記の者は、川口市と上記の者との間には、本件電波障害に関し、

本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１０５号

和解契約の締結について

本庁舎建設における電波障害について、次のとおり和解するため、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により議決を求める。

１ 相手方

川口市在住

女 性 ６７歳

２ 和解条項

(1) 川口市は、上記の者に対し、本件電波障害における解決金として１年度当た

り金４１，４３７円の支払義務があることを認め、これを毎年度４月末日（令

和８年度にあっては、８月末日）限り、上記の者の指定する口座に振り込む方

法により支払う。なお、振込手数料は、川口市の負担とする。

(2) 川口市は、前項の解決金を令和１７年度まで支払うものとする。ただし、次

の各号の事由が生じたときは、同項の解決金の支払いは、当該年度をもって終

了する。

ア 技術革新等により本件電波障害が解消されたとき。

イ 本件建物の改築等により本件電波障害が解消されたとき。

ウ 上記の者が本件建物に居住しなくなるか、居住の実態を確認できないとき。

エ 上記の者が本件建物においてＢＳ・ＣＳチャンネルを視聴しなくなったと

き。

(3) 上記の者は、前項各号の事由が生じたときは、その旨を速やかに川口市に連

絡しなければならない。川口市は、必要があると認めるときは、上記の者に対

し、それらの事由について報告を求めることができる。この場合において、上

記の者は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(4) 上記の者は、川口市に対し、本件電波障害に関し、第１項及び第２項に定め

るもののほか、名目の如何を問わず一切の請求権を放棄する。

(5) 川口市及び上記の者は、川口市と上記の者との間には、本件電波障害に関し、

本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１０６号

専決処分の承認について

令和７年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子

専 決 処 分 書

令和７年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和８年３月３１日

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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令和７年度川口市一般会計補正予算（第１１号）

令和７年度川口市一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表繰越明許費補正」による。

第１表 繰越明許費補正

１ 追 加

款 項 事 業 名 金 額

８ 土木費 ３ 河 川 費 河川水路施設管理費 ３０，７４４ 千円

河川水路施設整備費 ４８，１１１

４ 都 市 計 画 費 街路緑地帯維持管理費 １７，５８２

10 教育費 ６ 社 会 教 育 費 公民館施設改修事業 ７，４０３

２ 変 更

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

４ 衛生費 ２ 清 掃 費 戸塚環境センター施設整備事業 946,499千円 1,358,070千円

８ 土木費 ３ 河 川 費 雨水流出抑制対策事業 145,127 281,279

10 教育費 ２ 小 学 校 費 小学校改築事業 13,288 27,078
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議案第１０７号

専決処分の承認について

令和７年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子

専 決 処 分 書

令和７年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分

する。

令和８年３月３１日

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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令和７年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）

令和７年度川口都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第１条 繰越明許費の変更は、「第１表繰越明許費補正」による。

第１表 繰越明許費補正

１ 変 更

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

２ 土地区画 ６ 石神西立野特定 石神西立野特定事業費 276,617千円 312,159千円
整理事業 事業区画整理費
費

- 62 -



議案第１０８号

専決処分の承認について

川口市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子

専 決 処 分 書

川口市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和８年３月３１日

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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川口市税条例の一部を改正する条例

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第１９条中「、第８４条の７第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第８４

条の７第１項の申告書、」を削る。

第８３条第１項を次のように改める。

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。

第８３条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１

項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同

項を同条第２項とする。

第８４条第１項を次のように改める。

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

第８４条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び

第４項を削る。

第８４条の３（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第８４条の４から第８４条の９までを削る。

第８５条（見出しを含む。）、第８６条（見出しを含む。）及び第８８条（見出

しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第９０条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割

」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改め、

同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改め

る。

第９１条の見出し、第９３条（見出しを含む。）、第９３条の２の見出し並びに

同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第９４条第２項中「第８３条第３項ただし書」を「第８３条第２項ただし書」に、

「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に

改める。
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附則第１６条の３から第１６条の７までを削る。

附則第１７条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３

項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に改め、「

の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで

」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を

削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に、「令和４年４月

１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年

度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削

る。

附則第１７条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を

削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の

種別割」を削る。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（軽自動車税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の川口市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前の３輪以上の軽自動車の取

得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。

（罰則に関する経過措置）

第３条 施行日前にした行為並びに前条第２項及び第３項の規定によりなお従前の

例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

（川口市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第４条 川口市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第５７号）の一部を

次のように改正する。

附則第６条中「の種別割」を削る。
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議案第１０９号

専決処分の承認について

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子

専 決 処 分 書

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和８年３月３１日

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第２条第５項中「をいう」の次に「。以下同じ」を加え、同項に次のただし書を

加える。

ただし、当該加算した額が３０，０００円を超える場合においては、子ども・

子育て支援納付金課税額は、３０，０００円とする。

第８条の３中「１，５００円」を「１，４００円」に改め、同条の次に次の１条

を加える。

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額）

第８条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者

１人について１００円とする。

第２２条第１項中「及び同条第５項」を「並びに同条第５項本文」に、「エに」

を「エ及びオに」に、「得た額の」を「得た額（当該減額して得た額が３０，００

０円を超える場合には、３０，０００円）の」に改め、同項第１号エ中「１，０５

０円」を「９８０円」に改め、同号に次のように加える。

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て ７０円

第２２条第１項第２号中「３０５，０００円」を「３１０，０００円」に改め、

同号エ中「７５０円」を「７００円」に改め、同号に次のように加える。

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい

て ５０円

第２２条第１項第３号中「５６０，０００円」を「５７０，０００円」に改め、

同号エ中「３００円」を「２８０円」に改め、同号に次のように加える。

オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主を除く。）１人につい
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て ２０円

第２２条第２項第３号ア中「２２５円」を「２１０円」に改め、同号イ中「３７

５円」を「３５０円」に改め、同号ウ中「６００円」を「５６０円」に改め、同号

エ中「７５０円」を「７００円」に改め、同条第３項中「及び被保険者均等割額」

を「並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額」に、「。以下この

項において同じ。」を「及び１８歳以上被保険者均等割額」に、「第２４条の３０

の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項第２号、第４号、第６号及び第８号

中「算定した被保険者均等割額」の次に「（第１項に規定する金額を減額した世帯

にあっては、その減額後の被保険者均等割額）」を加え、同項に次の１号を加える。

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の４の規定により算

定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額した世帯に

あっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）に１２分の１を乗じて

得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額

第２２条に次の１項を加える。

４ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある国民健康保険の被保

険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）が属する世帯の納税義務者に対し

て課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に

規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減

額して得た額とする。

第２７条第１項第４号中「１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある国民健康保険の被保険者」を「１８歳未満被保険者」に改める。

附則第２１項を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。
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議案第１１０号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立上青木保育所

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市飯塚１丁目２番１６号

株式会社ＷＩＴＨ

代表取締役 新 井 実

３ 指定の期間

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１１１号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立領家保育所

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市本町３丁目９番２１号

社会福祉法人ひふみ会

理事長 吉 田 優

３ 指定の期間

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１１２号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立川口西保育園

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市幸町３丁目５番３３号

学校法人文化学園

理事長 浅 沼 良 成

３ 指定の期間

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１１３号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立並木東保育園

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市芝西２丁目７番３５号

学校法人嶋根学園

理事長 嶋 根 謙 太

３ 指定の期間

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１１４号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行原字三輪作1791番18地先 大字安行原字三輪作1791番31地先 4.0 98.7

第375-6号線

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１１５号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

神 根
大 字 木 曽 呂 字 窪 下 4 番 地 先 大 字 木 曽 呂 字 窪 下 1 5 0 番 地 先 1.8 127.0

第 1 6 5 号 線

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１１６号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行慈林字上村中781番地先 大字安行慈林字上村中782番地先 1.8 22.0

第 4 0 号 線

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第１１７号

川口市農業委員会委員の任命同意について

川口市農業委員会委員に次の者を任命するため、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により同意を求める。

記

沖 田 保 ４６歳 川口市在住

小 櫃 敏 文 ６３歳 川口市在住

鈴 木 一 ６４歳 川口市在住

田 中 淳 子 ５４歳 川口市在住

豊 田 滿 ７３歳 川口市在住

中 田 裕 子 ６２歳 川口市在住

濱 田 義 彦 ６２歳 川口市在住

濱 野 隆 次 ６８歳 川口市在住

森 京 子 ７１歳 川口市在住

山 岡 佐智子 ５８歳 川口市在住

山 岡 宗 義 ５７歳 川口市在住

山 﨑 敬 司 ６３歳 川口市在住

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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経 歴 書

氏 名 沖 田 保

年 齢 ４６歳

現 住 所 川口市在住

令和 ５年 ２月 認定農業者

令和 ５年 ７月 川口市農業委員会委員

氏 名 小 櫃 敏 文

年 齢 ６３歳

現 住 所 川口市在住

令和 ２年 ５月 川口市農政審議会委員

令和 ５年 ７月 川口市農業委員会委員

令和 ７年 ３月 認定農業者

氏 名 鈴 木 一

年 齢 ６４歳

現 住 所 川口市在住

令和 ５年１０月 川口都市計画事業新郷東部第２土地区画整理審議会委員
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氏 名 田 中 淳 子

年 齢 ５４歳

現 住 所 川口市在住

平成 ２年 ４月 田中造園

令和 ８年 ２月 認定農業者

氏 名 豊 田 滿

年 齢 ７３歳

現 住 所 川口市在住

平成１９年 ５月 川口市議会議員

令和 ４年１２月 認定農業者

令和 ５年 ７月 川口市農業委員会委員

氏 名 中 田 裕 子

年 齢 ６２歳

現 住 所 川口市在住

令和 ４年１２月 認定農業者

令和 ５年 ７月 川口市農業委員会委員
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氏 名 濱 田 義 彦

年 齢 ６２歳

現 住 所 川口市在住

令和 元年 ５月 川口市議会議員

令和 ２年 ５月 川口市農政審議会委員

氏 名 濱 野 隆 次

年 齢 ６８歳

現 住 所 川口市在住

令和 ６年 ４月 西新井宿第２町会会長

令和 ８年 ２月 認定農業者

氏 名 森 京 子

年 齢 ７１歳

現 住 所 川口市在住

令和 ５年 ７月 川口市農業委員会委員
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氏 名 山 岡 佐智子

年 齢 ５８歳

現 住 所 川口市在住

令和 ５年 ７月 川口市農業委員会委員

氏 名 山 岡 宗 義

年 齢 ５７歳

現 住 所 川口市在住

平成２９年 ７月 川口市農業委員会委員

令和 ５年 ２月 認定農業者

氏 名 山 﨑 敬 司

年 齢 ６３歳

現 住 所 川口市在住

平成２５年 ３月 ベジファーム川口（貸農園）運営
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議案第１１８号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

神 山 雅 子 ７２歳 川口市在住

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子

経 歴 書

氏 名 神 山 雅 子

年 齢 ７２歳

現 住 所 川口市在住

平成２４年１２月 エムトラス株式会社代表取締役

平成２６年１０月 人権擁護委員

平成２９年 ４月 西川口地区レクリエーション協会理事長

平成２９年１０月 人権擁護委員

令和 ２年１０月 人権擁護委員

令和 ５年１０月 人権擁護委員
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議案第１１９号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

髙 橋 光 代 ６７歳 川口市在住

令和８年６月５日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子

経 歴 書

氏 名 髙 橋 光 代

年 齢 ６７歳

現 住 所 川口市在住

平成２１年 ２月 川口市立東領家小学校教頭

平成２４年 ４月 川口市立東本郷小学校校長

平成３１年 ４月 川口市立小学校教諭（初任者指導）

令和 ６年 ４月 都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラム事業講

師
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